
新旧対照表

新 旧

高知県赤潮特約共済掛金補助金交付要綱

第１条～第４条（略）

（補助金の交付の申請）

第５条 規則第３条第１項の補助金等交付申請書の様式は、別記第１号様式に

よるものとし、次に掲げる書類を添えて当該年度の 12 月 31 日までに正副２

通を知事に提出しなければならない。

（１）（略）

（２）（略）

（３）組合及び共済契約者の税外未収金債務の滞納がないことの誓約書及び

県の補助事業所管課が税外未収金債務の滞納の有無について関係課に

照会することに対する同意書

（４）前号に掲げるもののほか、知事が必要があると認めるもの

第６条（略）

（補助の条件）

第７条 組合は、第５条の規定による補助金の交付の申請の内容を変更しよう

とするときは、変更の理由及び変更後の事業計画を記載した書類を添付して

別記第２号様式による変更承認申請書を知事に提出し、事前に承認を受けな

ければならない。

２ （略）

３ （略）

４ （略）

５ 共済契約者は、県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

第８条～第 11 条（略）

別表 （略）

附 則 （略）

高知県赤潮特約共済掛金補助金交付要綱

第１条～第４条（略）

（補助金の交付の申請）

第５条 規則第３条第１項の補助金等交付申請書の様式は、別記第１号様式に

よるものとし、次に掲げる書類を添えて当該年度の 12 月 31 日までに正副２

通を知事に提出しなければならない。

（１）（略）

（２）（略）

（３）前号に掲げるもののほか、知事が必要があると認めるもの

第６条（略）

（補助の条件）

第７条 組合は、第５条の規定による補助金の交付の申請の内容を変更しよう

とするときは、変更の理由及び変更後の事業計画を記載した書類を添付して

別記第２号様式による変更承認申請書を知事に提出し、事前に承認を受けな

ければならない。

２ （略）

３ （略）

４ （略）

第８条～第 11 条（略）

別表（略）

附 則 （略）



新旧対照表

新 旧

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

（略）

別記
第１号様式（第５条関係）

補助金交付申請書

高知県補助金等交付規則第３条第１項及び高知県赤潮特約共済掛金補助金交付要綱第５
条の規定により、 年度高知県赤潮特約共済掛金補助金 円を交付されたく関係書
類を添えて申請します。

年 月 日

高知県知事 様

申請者
住 所
氏 名
生年月日

（略）

別記
第１号様式（第５条関係）

補助金交付申請書

高知県補助金等交付規則第３条第１項及び高知県赤潮特約共済掛金補助金交付要綱第５
条の規定により、平成 年度高知県赤潮特約共済掛金補助金 円を交付されたく関
係書類を添えて申請します。

平成 年 月 日

高知県知事 様

申請者
住 所
氏 名 印
生年月日



新旧対照表

新 旧

（略）

第２号様式（第７条関係）

補助金変更承認申請書

年 月 日高知県指令第 号で交付決定がありました高知県赤潮特約共済掛金補助
金については 次のとおり変更したいので 高知県赤潮特約共済掛金補助金交付要綱第７条、 、
第１項の規定により、その承認を申請します。

年 月 日

高知県知事 様

申請者
住 所
氏 名
生年月日

（略）

第２号様式（第７条関係）

補助金変更承認申請書

平成 年 月 日高知県指令第 号で交付決定がありました高知県赤潮特約共済掛金
補助金については 次のとおり変更したいので 高知県赤潮特約共済掛金補助金交付要綱第、 、
７条第１項の規定により、その承認を申請します。

平成 年 月 日

高知県知事 様

申請者
住 所
氏 名 印
生年月日



新旧対照表

新 旧

（略）

第３号様式（第 条関係）10

実績報告書

11 10高知県補助金等交付規則第 条第１項及び高知県赤潮特約共済掛金補助金交付要綱第
条の規定により 年度高知県赤潮特約共済掛金補助金の実績について 下記のとおり報、 、
告します。

年 月 日

高知県知事 様

申請者
住 所
氏 名
生年月日

（略）

第３号様式（第 条関係）10

実績報告書

11 10高知県補助金等交付規則第 条第１項及び高知県赤潮特約共済掛金補助金交付要綱第
条の規定により 平成 年度高知県赤潮特約共済掛金補助金の実績について 下記のとお、 、
り報告します。

平成 年 月 日

高知県知事 様

申請者
住 所
氏 名 印
生年月日



新旧対照表

新 旧

（新設）


